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配偶者に市県民税
が課税されている

27年８月から介護保険法が変わります
　8月から介護サービスを利用した時の負担割合と、食費・部屋代の負担軽減の基
準が変更されます。

改正①
介護サービス利用時の負担割合の変更

　介護サービスを利用する場合には、費用の一部を利用
者にご負担いただいています。これまでは負担割合を１
割としていました。団塊の世代の皆さんが 75歳以上とな
る 2025 年以降にも持続可能な制度とするため、65歳以
上の人のうち、一定額以上の所得がある人の負担割合を
２割に変更します。▲

２割負担になる人…要介護・要支援認定を受けている
65歳以上で合計所得金額が 160 万円以上の人 ( 年金収
入のみの人は年収 280 万円以上の人 )
※要介護・要支援認定を受けている人に介護保険負担割
合証を７月下旬に郵送します。介護サービスを利用して
いる人はサービス事業者や施設に提出してください。

改正②
食費・部屋代の負担軽減基準の変更

　介護保険３施設 ( 介護老人福祉施設、介護老人保健施
設、介護療養型医療施設 ) やショートステイを利用する
人の食費・部屋代については、本人による負担が原則で
すが、所得が低い人には食費・部屋代の負担軽減を行っ
ています。自宅で暮らす人や保険料を負担する人との公
平性を更に高めるため、基準の見直しを行います。
現在の基準に次の基準が追加され、該当する場合は負担
軽減の対象外になります
①配偶者に市県民税が課税されている場合 ( 世帯が同じ
　かどうかは問いません )
②次の基準額を超える預貯金などがある場合
　・配偶者がいる人　：夫婦合計 2,000 万円
　・配偶者がいない人：1,000 万円

65歳以上で本人に市県
民税が課税されている

１割負担 ２割負担

同一世帯の65歳以上の人(本人含む)の
年金とその他の合計所得金額の合計が
・１人の場合：280万円
・２人以上の場合：合計346万円
を超える

いいえ。
または生活
保護を受給
している

はい

本人の合計所得
が160万円以上

７月７日(火) 
販売開始

10,000円で12,000円分の商品券を販売します!!
●販売場所…右表のとおりです
●販売単価…額面12,000円(500円×24枚)の商品券を10,000円で販売
●販売上限…一人５セットまで
●使用期間…７月７日(火)～12月31日(木)
　市内の取扱店でご使用できます。取扱店は北上商工会議所の
ホームページ(http://www.kitakamicci.jp/)をご覧ください
※使用期間以後は無効となり、使用できません。

問い合わせ　北上商工会議所  ☎65-4211
　　　　　     商業観光課　　  ☎72-8240

場　所 販売時間

北上商工会議所　本所 10:00～17:00(土・日・祝日は除く)

北上商工会議所　和賀町支所 10:00～17:00(土・日・祝日は除く)

さくらの百貨店北上店 10:00～18:00(７月は休まず営業)

江釣子ショッピングセンター・パル 10:00～18:00(７月は休まず営業)

北上信用金庫(西和賀支店を除く) 10:00～15:00(土・日・祝日は除く)

＜対象者判定フローチャート＞

＜負担割合判定フローチャート＞

対象外 食事・部屋代の負担軽減の対象

問い合わせ　長寿介護課  ☎72-8218    

はいいいえ

はい
いいえ

本人に市県民税が
課税されている
(現行要件)

　預貯金などが下記の額を超える
　配偶者がいる人：合計2,000万円
　配偶者がいない人：1,000万円

はい

いいえ

はい いいえ

はい

いいえ
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問い合わせ　都市計画課 (江釣子庁舎２階)　☎72-8276

27年度北上市景観賞を募集します
▽募集対象…完成後(リフォームを含む)おおむね５年以内の建築物や工作

物などで、周辺の景観と調和し、魅力あるまちなみや景観を創出している

もの

※次の項目に該当するものは、対象になりません。

　・国または地方公共団体が所管しているもの

　・法令(県や市の条例および規則を含む)に違反しているもの

　・自然景観そのもの

　・｢きたかみ景観資産｣に認定されているもの

▽ 申し込み…８月31日(月)までに以下の必要書類を添え、平日午前８時30
分～午後５時の間に直接持参するか郵送(〒024-8502住所記載不要)で同課へ

△

必要書類…①必要事項を記入した応募用紙

　　　　　　②写真(近景や周辺が分かるもの)　

　　　　　　③応募物件所有者以外の人が応募する場合は所有者の同意書

※どなたでも、一人何点でも応募できます。

※応募用紙などは、市のホームページからダウンロードできます。

◆さやかクリニック(飯豊)

◆メゾンマスト　すわ町(諏訪町)

　市は、良好な景観づくりに貢献している建築物、工作物などを募集し、特に優れ
ているものについて｢北上市景観賞｣として表彰しています。
　昨年は景観賞２件、審査員特別賞１件を表彰しました。たくさんのご応募お待ち
しています。

セーフティトライ100  参加チーム募集
　市民の運転マナーの向上と安全運転の習慣付けを図ることを目的に、
本年度で17回目となる交通安全コンクールを実施します。

交通安全キャラクター
｢パトラくん｣

△
とき…８月１日(土)～11月８日(日)の100日間△

内容…職場・団体・地域などを単位に、５人１チー
ムを編成し、チーム単位で100日間無事故・無違反に
挑戦します△

対象…原則として市内に在住または勤務している自
動車運転免許証取得者(参加車両、免許の種類に制限
はありません)△

無事故無違反の確認方法…北上市交通安全対策協議
会が、自動車安全運転センター発行の運転記録証明書
により審査します(審査終了後、運転記録証明書とSD
カードをチームごとに配布します)

△

参加料…１チーム5,000円(一人につき1,000円)
※使途は運転記録証明書交付手数料(１人630円)、参
加賞代、郵送料など。△

申し込み…７月31日(金)まで
に所定の参加申込書兼委任状に
必要事項を記入し、参加料を添
えて、直接同協議会へ(郵送不
可)
※参加申込書兼委任状は、同協
議会事務局で配布します。市の
ホームページからもダウンロー
ドできます。

※五十音順に掲載しています。

【26年度北上市景観賞】         

問い合わせ
　北上市交通安全対策協議会事務局 　☎72-8301
    (北上駅前おでんせプラザぐろーぶ３階生涯学習センター内  地域づくり課)　

27年度北上市交通安全コンクール


